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一
般
質
問

〈〈

〈〈

〉〉

〉〉

税
率
導
入
と
新
聞
へ
の
軽
減
税

率
適
用
に
関
す
る
請
願
」

　

審
査
に
当
た
り
、
請
願
者
に
お

越
し
い
た
だ
き
請
願
の
趣
旨
を
伺

い
、
質
疑
の
後
、
討
論
に
入
り
ま

し
た
。

【
反
対
討
論
】

【
反
対
討
論
】

　

日
本
の
新
聞
業
界
は
再
販
制
度

で
守
ら
れ
て
お
り
非
常
に
優
遇
さ

れ
て
い
る
。

【
賛
成
討
論
】

【
賛
成
討
論
】

　

新
聞
は
国
民
の
最
低
限
の
情
報

源
で
あ
り
、
誰
も
が
食
べ
る
食
料

品
と
同
じ
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

今
の
時
期
に
国
に
お
願
い
し
な
い

と
チ
ャ
ン
ス
を
失
う
。

　

委
員
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
た

た
め
、
起
立
採
決
の
結
果
、
起
立

多
数
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
賛
成
議
員
の
う
ち
２
名

か
ら
意
見
書
を
国
へ
送
付
す
る
議

案
が
提
出
さ
れ
本
会
議
で
審
議
、

採
決
の
結
果
、
可
決
。
関
係
機
関

へ
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

厚
生
委
員
会

　

当
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、

●
平
成
25
年
度
総
社
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
５
号
）

《
補
正
予
算
の
主
な
内
容
》

《
補
正
予
算
の
主
な
内
容
》

・�

人
事
異
動
に
伴
う
人
件
費

・�

ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
Ｘ
Ｐ
の
サ
ポ
ー

ト
が
平
成
26
年
４
月
で
終
了
す

る
た
め
市
で
使
用
し
て
い
る
パ

ソ
コ
ン
を
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
７
に

更
新
す
る
経
費

・�

大
規
模
災
害
被
災
地
支
援
に
備

え
て
の
経
費

・�

総
社
東
中
学
校
及
び
総
社
西
中

学
校
の
エ
ア
コ
ン
設
置
に
伴
う

受
電
設
備
の
改
修
経
費

問

大
規
模
災
害
被
災
地
支
援
の

た
め
の
経
費
１
０
０
０
万
円
の
内

訳
は
ど
う
か
。

答

東
日
本
大
震
災
の
時
の
実
績

を
基
に
積
算
し
て
い
る
。

◎
請
願
第
６
号
「
少
人
数
学
級
の

推
進
な
ど
の
定
数
改
善
と
義
務

教
育
費
国
庫
負
担
制
度
２
分
の

１
復
元
を
は
か
る
た
め
の
、
２

０
１
４
年
度
政
府
予
算
に
係
る

意
見
書
採
択
の
要
請
に
つ
い

て
」

◎
請
願
第
８
号
「
消
費
税
の
複
数

海
外
に
つ
い
て
は
、
通
訳
等
で
適

材
適
所
の
人
材
が
い
れ
ば
ア
ム
ダ

の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
的
な
支
援
と
し

て
行
く
こ
と
が
あ
る
。
被
災
の
規

模
は
、
激
甚
災
害
等
の
大
規
模
な

災
害
が
国
内
で
発
生
し
た
場
合
を

考
え
て
い
る
。

●
総
社
市
総
社
吉
備
路
文
化
館
条

例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

総
社
吉
備
路
文
化
館
の
管
理
運

営
を
当
面
市
が
直
営
で
行
う
た
め
、

毎
週
月
曜
日
を
休
館
日
に
追
加
す

る
た
め
の
改
正
で
す
。

問

開
館
の
予
定
は
い
つ
頃
に
な

る
の
か
。
ま
た
、
運
営
は
ど
う

い
っ
た
体
制
で
や
る
の
か
。

答

開
館
日
は
平
成
26
年
４
月
１

日
を
予
定
し
て
お
り
、
最
低
で
も

２
名
の
職
員
を
配
置
し
よ
う
と
考

え
て
い
る
。

●
総
社
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　

総
社
市
高
梁
川
河
川
敷
グ
ラ
ウ

ン
ド
の
芝
張
り
が
完
了
し
、
平
成

26
年
4
月
か
ら
供
用
開
始
す
る
こ

と
に
伴
い
、
使
用
料
と
施
設
の
名

称
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

総
務
文
教
委
員
会

　

当
委
員
会
で
審
査
し
た
案
件
は
、

議
案
７
件
、
請
願
２
件
で
す
。

　

う
ち
議
案
第
70
号
に
つ
い
て
は

当
局
か
ら
提
出
さ
れ
た
内
容
を
一

部
修
正
す
る
よ
う
決
定
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

●
総
社
市
大
規
模
災
害
被
災
地
支

援
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て
（
議
案
第
70
号
）

　

大
規
模
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
た

被
災
地
の
支
援
を
行
う
こ
と
な
ど

を
定
め
る
条
例
で
す
。

　

修
正
し
た
箇
所
は
被
災
地
を
日

本
国
内
と
限
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

問

い
つ
発
生
し
た
災
害
か
ら
支

援
を
行
う
の
か
。

答

条
例
が
公
布
さ
れ
た
後
に
発

生
し
た
災
害
に
対
し
て
支
援
を
行

う
。

問

本
市
は
災
害
支
援
に
つ
い
て

ア
ム
ダ
と
協
定
を
締
結
し
て
い
る

が
、
支
援
す
る
エ
リ
ア
と
被
災
の

規
模
等
の
制
限
は
あ
る
の
か
。

答

日
本
国
内
を
想
定
し
て
い
る
。

官
製
談
合
事
件
に
つ
い
て

問

現
職
か
Ｏ
Ｂ
の
警
察
官
を
配

置
す
る
と
言
わ
れ
る
が
現
職
は
困

難
と
思
う
。
Ｏ
Ｂ
に
は
権
限
が
な

い
。
そ
れ
で
も
配
置
を
求
め
る
の

か
。
そ
れ
よ
り
も
自
浄
能
力
を
養

う
こ
と
が
重
要
だ
。

　
そ
も
そ
も
入
札
指
名
委
員
会

が
「
特
定
業
者
を
特
別
優
遇
」
し

た
た
め
職
場
全
体
の
空
気
が
緩
み
、

業
者
に
漏
ら
し
た
当
人
は
相
談
す

る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。「
総
社
市
不
当
要
求

行
為
等
対
策
規
程
」
に
の
っ
と
り

自
立
で
対
応
し
て
い
く
べ
き
だ
。

　
市
長
の
外
向
き
の
政
治
姿
勢
、

危
機
管
理
意
識
の
欠
如
が
要
因
と

思
う
が
い
か
が
か
。

答

外
部
の
組
織
に
頼
る
の
は
し

た
く
な
い
が
今
回
は
や
む
を
得
な

い
。
勤
務
は
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

ま
で
相
談
を
中
心
に
常
駐
す
る
。

自
浄
能
力
を
養
っ
て
自
立
す
る
よ

う
努
め
る
。

　

今
回
の
事
件
は
、
私
の
責
任
で

あ
る
。
も
っ
と
業
務
に
目
を
配
っ

て
い
く
べ
き
だ
と
反
省
し
て
い
る
。

二
度
と
起
き
な
い
よ
う
最
善
の
努

力
を
す
る
。�

（
市
長
）

放
射
能
避
難
者
の
住
居
対
策

に
つ
い
て

問

市
内
に
住
所
が
な
く
て
も
市

営
住
宅
に
入
居
で
き
る
よ
う
制
度

を
改
め
て
は
ど
う
か
。
空
き
家
の

借
家
・
購
入
に
行
政
が
援
助
を
で

き
な
い
か
。

答

大
切
な
こ
と
な
の
で
検
討
し

た
い
。�

（
市
長
）

西 森 頼 夫

消
防
団
に
つ
い
て

問

本
市
消
防
団
に
つ
い
て
、
そ

の
役
割
と
市
長
の
思
い
は
ど
う
か
。

答

総
社
市
民
の
生
命
財
産
の
維

持
確
保
の
た
め
に
、
な
く
て
は
な

ら
な
い
団
体
で
あ
る
と
同
時
に
、

多
岐
に
わ
た
り
、
活
躍
を
大
い
に

期
待
し
て
い
る
。�

（
市
長
）

問

全
国
的
に
、
消
防
団
員
数
が

減
少
し
て
い
る
が
、
総
社
市
は
ど

う
か
。

答

条
例
定
数
に
近
い
団
員
数
だ

が
、
や
や
減
少
傾
向
で
あ
る
。
現

在
は
団
員
確
保
の
た
め
、
女
性
消

防
団
員
の
加
入
促
進
を
し
、
防
災

活
動
の
啓
発
等
に
取
り
組
ん
で
い

る
。�

（
以
下
消
防
長
）

問

消
防
団
協
力
事
業
所
の
数
と
、

今
後
、
市
外
の
事
業
所
の
考
え
は

な
い
か
。

答

市
内
に
は
、
９
事
業
所
あ
り
、

今
後
、
大
規
模
災
害
が
予
想
さ
れ
、

長
期
の
復
興
作
業
も
あ
り
う
る
た

め
、
市
外
も
検
討
し
た
い
。

問

東
日
本
大
震
災
級
の
災
害
が

起
き
た
時
、
市
長
・
消
防
団
長
の

権
限
で
消
防
団
員
に
、
通
常
の
手

当
以
外
に
、
手
当
等
は
出
せ
な
い

か
。

答

今
後
、
予
測
さ
れ
る
大
規
模

災
害
発
生
時
に
迅
速
な
初
動
対
応

を
可
能
に
す
る
た
め
、
消
防
団
が

救
援
活
動
に
必
要
な
物
資
等
を
自

ら
調
達
し
、
市
が
後
払
い
で
き
る

制
度
を
整
え
た
い
。

赤 澤 康 宏

平成25年度 防災訓練のようす（総社東小）

市の公務員倫理研修

委
員
会
活
動
報
告


